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経 済 産 業 省 

 
 

２０１４０９１６貿局第１号   

輸 出 注 意 事 項 ２ ６ 第 ２ ９ 号   

経 済 産 業 省 貿 易 経 済協 力 局   

 
 

「ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化について」を制定する通達を次のように定め

る。 

 

平成２６年９月２４日   

 

 

 

 

      経済産業省貿易経済協力局長 宗像 直子 

 

 

 

 

ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化について 

 

 

今般、ウクライナ情勢の更なる悪化を背景に、ロシア連邦に対する追加的な措置について、９

月２４日に閣議了解されました。（（参考）参照） 

 

１ 措置の背景 

 ウクライナでは、ロシア連邦からの武器や戦闘員の流入、越境砲撃、ロシア連邦軍のウクライ

ナ領土への侵入といった行動の結果、東部情勢の更なる不安定化が生じております。このような

力による現状変更の試みはウクライナの主権と領土の一体性に対する重大な侵害であり、法の支

配を重視する我が国として看過することはできないとの立場にあります。 

２ 措置内容 

 上記背景を踏まえ、今般、ロシアを仕向地とする武器の輸出及び武器技術の提供、並びに軍事

用途の汎用品の輸出及び当該汎用品に係る役務の提供については、許可申請があった場合には、

本閣議了解を踏まえ、経済産業省は許可を行わないこととなりました。 

 ここでいう「武器」とは、「輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号）別表第１の１の項

に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」を、「武器

技術」とは、「武器の設計、製造又は使用に係る技術」を指します。また、「軍事用途」とは、
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上記「武器」の開発、製造、使用又は貯蔵を指し、「汎用品」とは、同令別表第一に掲げる貨物

のうち、上記の「武器」及び同表中１６の項に該当する貨物を除くものを、「当該汎用品に係る

役務」とは、外国為替令（昭和５５年政令第２６０号）別表に掲げる技術のうち、上記の「武器

技術」及び同表中１６の項に該当する技術を除くものを指します。 

 また、本措置を確実に実施するために、別途公布する包括許可取扱要領等の改正により、特別

一般包括許可の範囲を変更します。 

 

 

   附 則 

 この通達は、平成２６年９月２４日から施行する。 

 

（以上） 
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（参考） 

 

ロシア連邦に対する武器等の輸出制限の厳格化及びロシア連邦の特定銀行等による証券の発行

等の禁止措置について 

 

平成２６年９月２４日 

閣 議 了 解 

ウクライナでは、ロシア連邦からの武器や戦闘員の流入、越境砲撃、ロシア連邦軍のウクラ

イナ領土への侵入といった行動の結果、東部情勢の更なる不安定化が生じた。このような力に

よる現状変更の試みはウクライナの主権と領土の一体性に対する重大な侵害であり、法の支配

を重視する我が国として看過することはできない。 

政府は、このようなウクライナをめぐる現下の情勢を踏まえ、国際的な平和及び安全の維持

を図るとともに、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我

が国として寄与するため、主要国が講じた措置の内容に沿い、外国為替及び外国貿易法（昭和

２４年法律第２２８号）により、次の措置を講ずることとする。 

（１）以下の場合においては、同法に基づく経済産業大臣の許可は行わない。 

① ロシア連邦を仕向地とする武器の輸出及び武器技術の提供 

② ロシア連邦を仕向地とする軍事用途の汎用品の輸出及び当該汎用品に係る役務の提供 

（２）ロシア連邦の特定銀行（別添）等による証券の発行等の禁止 

 

（別添）証券の発行等の禁止措置の対象として指定する団体 

５団体 

１ ズベルバンク 

  Sberbank 

２ 対外貿易銀行 

  VTB Bank 

３ 対外経済銀行 

  Bank for Development and Foreign Economic Affairs 

４ ガスプロムバンク 

  Gazprombank 

５ ロシア農業銀行 

  Russian Agricultural Bank 

指定日：平成２６年９月２４日 

 

（以上） 
 


